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R５年度の新型コロナウイルス感染症等対策事業
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施設園芸燃油価格高騰緊急対策事業費補助金

（実施主体：JA高知県）

施設園芸セーフティネット機構事業（国と農業者が1：1で積立を行い、燃
油価格高騰時に補填をする制度）への加入を条件に、燃油（A重油・灯
油）の毎月の全国平均価格から発動基準価格を引いた金額に対し、市が
1/8を別途支援し、燃油急騰による農家負担の軽減に繋げるもの。
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（R４年度３月補正により対応）
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農家さん
負担を
軽減！

施設園芸液化石油ガス高騰緊急対策事業費
補助金

施設園芸セーフティネット機構事業（国と農業者が1：1で積立を行い、液
化石油ガス価格高騰時に補填をする制度）への加入を条件に、液化石油
ガスの毎月の全国平均価格から発動基準価格を引いた金額に対し、市が
1/8を別途支援し、急騰による農家負担の軽減に繋げるもの。

■事業イメージ
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補償対象期間：R５.１～R５.４

（実施主体：JA高知県）

R５年度の実績 ※R5.11.30現在 R５年度の実績 ※R5.11.30現在

補助申請者：高知県農業協同組合
参加農業者件数：6件
市補助額：132,705円

補助申請者：高知県農業協同組合
参加農業者件数：193件
市補助額：2,778,148円

（R５年度９月補正により対応）

補償対象期間：R５.11～R６.４

R６年１月以降で申請受付～

（R４年度３月補正により対応） （R５年度９月補正により対応）

補償対象期間：R５.11～R６.４

R６年１月以降で申請受付～

事業前 事業後



農業肥料価格高騰対策事業費補助金

国際情勢や円安等の影響を受け、原料の国際市況が史上最高値まで上昇し
たことにより、肥料等の価格は高騰していることから、国の肥料価格高騰対策事
業に応じ、県とともに市独自に補助を行うことで、農家負担をより軽減し、農業
経営の安定を図る。

（R４年度3月補正により対応）

（実施主体：JA高知県、民間の肥料販売業者）

価格高騰

これまでの
価格

市 1/10
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県 1/10

事業後

■事業イメージ

▷ R5春肥（R４.11～R５.５）

国 7/10

■ 補助対象経費(国の算出方法)

当年の肥料費 ー (当年の肥料費 ÷ 価格上昇率(※1)÷ 使用量低減率(※2)）
(※1) 国が物価統計を基に定める。 (※2) 減肥分10％

農家さん負担を
1/10に軽減！
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農業共済収入保険助成事業費補助金

（農林水産課）

高知県農業共済組合が取り扱う収入保険の掛金について加入者の負担を軽減することで、
新型コロナウイルス感染症等により影響を受けている農業者の経営安定化に繋げるもの。

○対象事業者等

• 香南市に住所を有する者（法人にあっては、本店又は主たる事務所を市内に有する者）
• 収入保険制度の保険関係を成立させた者
• 市税の滞納がない者

（内容）
助成年の１月１日時点で、全国農業共済連合会が定めるところの収入保険に加入して
いる者に対し、掛け捨て部分に係る保険料の一部助成を行う。
※付加保険料、積立金部分は補助対象外

○ 補助率 １／２以内

○ 補助限度額 100千円（千円未満は切捨て）

R５年度の新型コロナウイルス感染症等対策事業

R５年度の実績 ※R5.11.30現在

R５年度の実績 ※R5.11.30現在

補助申請件数：11件
（参加農業者数：434件）
市補助額：3,349,018円

補助対象者数の確定がR6.1.1以降となる

（R５年度９月補正により対応）

▷ R5秋肥（R５.６～R５.10）

R６年１月以降で申請受付～



R５年度の実績 ※R5.11.30現在

香南市原油価格等高騰対策給付金（第２期）

原油価格や電気・ガス料金の高騰の影響を受ける市内中小事業者に対し、
影響を緩和し、コロナ禍からの経済回復の重荷となる事態を防ぐとともに、
持続的な事業活動を下支えすることを目的として給付金を給付。

（商工観光課）

○対象事業者等
R5.8.1時点で市内に事業所等を有する法人・個人事業主（市内に事業所等を
有しない場合は香南市内に住民票を有し居住していること）で、R5.1月～8月の
いずれかの月の燃料費・電気料金・ガス料金が、R3又はR4年同月の同経費と比
較し10％以上増加している者
※ 給付金を受けた後も事業を継続する意思があること。
※ 主たる事業として、農林漁業を営む者は除く。

■ 法人 ：100千円 （定額）
● 個人 ：050千円 （定額）

（R5.6月補正により対応）
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R５年度の新型コロナウイルス感染症等対策事業

燃油等高騰緊急対策事業費補助金

燃油価格等の高騰により厳しい経営状況にある漁業者・養殖業者の経
営の安定を図ることを目的に、燃油・養殖用配合飼料の購入に対して支援
するもの。

R５年度の実績 ※R5.11.30現在

○ 補助対象者

• 香南市に住所を有し、R5年度に漁業経営セーフティネットに加入、又はR6年度に新た
に加入する者

※ 漁業経営セーフティネット
四半期毎に平均原油・配合飼料価格が、補填基準価格を超えた場合、超えた分を
漁業者と国の拠出により補填する事業。

■事業イメージ
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漁 1/8

負担を1/8に軽減！

◆ 補助対象

セーフティネットの補填金のうち、
漁業者等の負担相当から県
補助分を差し引いた額の1/2
を補助。
なお、上限額は対象者により
異なる設定をしている。

（R５年度９月補正により対応）補償対象期間：R５.７～R６.３

R６年１月以降で申請受付～

（実施主体：高知県漁協）

⚫ 給付金申請件数 246 件
⚫ 給付金 総額 18,000千円

（内訳）
・ 個人 132 件 6,600千円
・ 法人 114 件 11,400千円

〇申請期間：R5年8月7日からR6年1月31日まで
※期限：当初のR5年11月10日を延長



R５年度の実績 ※R5.11.30現在

⚫ 給付金申請件数 214件
⚫ 給付金 総額 10,850千円

（内訳）
・ 個人 211件 10,550千円
・ 法人 3件 300千円

香南市農業用資材等高騰緊急対策給付金

農業用資材等の価格高騰の影響を受けている農業者に対し、その影響を
緩和し、継続的な営農活動の下支えとすることを目的として給付金を給付。

（農林水産課）

○支給対象者

・R5.8.1時点で本市に住所を有する法人・個人事業主

（農業法人にあっては、本市に本店又は主たる事務所を有していること。）

・令和４年における農産物の販売金額が50万円以上であること。

・給付金を、営農活動の継続及び経営の安定化を図るために活用し、

給付を申請する日以後も市内で営農を継続する意思があること。

■個人事業主 ５万円（定額）
■法人 10万円（定額）

申請期間：R5年10月2日からR6年1月31日まで

（R５.９月補正により対応）
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R５年度の新型コロナウイルス感染症等対策事業


